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（ 開会 午前１０時１５分 ） 

○委員長（髙橋徳久） おはようございます。本日は本会議休憩中のところお集まりいた

だきまして、ありがとうございます。ただいまから、教育福祉常任委員会を開会いたし

ます。当委員会に付託された事件につきましては、別紙日程表のとおり審査いたします

ので、よろしくお願いいたします。また、説明及び質疑については、課ごとに行い、討

論・評決については、一括で行うことにいたします。なお、正確な会議録作成のため、

発言はマイクにスイッチを入れてからお願いいたします。 

審査に入ります前に、当局からご挨拶があります。はじめに吉川教育長、お願いいた

します。 

○教育長（吉川正一） おはようございます。 

  九州方面では大変な豪雨で、ほんとに熊本だけでも死者行方不明が６０人ということ

で大変な状況であります。九州地方には、有縁交流都市の宮崎があるんですが、まず佐

土原地区が主にそうなんですが。向こうの方は、被害がほとんどないみたいでございま

すが、いずれ、九州地方一日も早い復旧を願うばかりであります。 

  さて、本日ご審議いただく案件でございますが、新型コロナウイルスの影響によりま

して学校生活のみならず、スポーツ少年団や部活動などの活動でも目標としていた大会

が中止となるなど、小・中学生にとりましても厳しい状況を過ごしてきております。 

  そこで、全ての子どもたちがコロナに負けないで頑張ってもらいたい、そして、花火

の街に相応しいエールを贈りたいということで、今回全小・中学校を対象に花火を打ち

上げる「小中学生エール花火事業」のための補正をお願いするものであります。 

また、これはコロナの影響で経営が厳しくなっております市内花火業者への支援とも

なっております。 

  それでは、事業の趣旨をご理解の上、ご承認賜わりますようお願い申し上げます。 

以上です。 

○委員長（髙橋徳久） ありがとうございました。続きまして、加藤健康福祉部長よりお

願いいたします。加藤部長。 

○健康福祉部長（加藤実） それでは健康福祉部からも、一言ご挨拶を申し上げます。 

  まずは仮設診療所の件についてであります。検体採取場所となるプレハブも既に設置

されまして、今週金曜日の１０日から開所するということで準備整っております。１０

日からは予約受付も開始するというような段取りで、順調に進んでございます。 
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なお、このプレハブにつきましては、有限会社末広運輸サービス様から無償でご寄贈

いただいたものでありまして、心から感謝申し上げながらご紹介をさせていただきまし

た。 

また、ＰＣＲ検査につきましては、採取した検体を受け取って運搬する段階から検査

によって陽性陰性の結果が出るまでの業務を公益財団法人秋田県総合保健事業団に委託

契約しております。 

今週、仮に金曜日までに予約があれば、翌日の土曜日から運用が開始できるという体

制が整ったところでございます。 

  さて、本日ご審議をお願いしております健康福祉部所管の案件は、新型コロナウイル

スの影響による支援策に係る一般会計補正予算案についてであります。 

詳細につきましては、この後担当課所長より説明をさせていただきますので、よろし

くご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。以上であります。 

○委員長（髙橋徳久） ありがとうございました。 

それでは審査に入ります。 

議案第１４７号「令和２年度大仙市一般会計補正予算（第７号）」を議題といたします。 

当局の説明を求めます。はじめに、佐藤社会福祉課長。 

○社会福祉課長（佐藤和博） それでは、議案第１４７号「令和２年度大仙市一般会計補

正予算（第７号）」のうち、社会福祉課関連予算について、説明いたします。 

 説明資料につきましては、資料№２－１「令和２年度 補正予算（案）７月補正 事業

説明書」であります。 

１ページをお願いいたします。 

「在宅重度障がい者（児）介護世帯への支援事業費（新型コロナウイルス対策）につ

きましては、「１．Ｐｌａｎ」にありますとおり、新型コロナウイルス感染症の影響を踏

まえ、日常生活において、常時介護を必要としている重度の障がい者、障がい児のいる

世帯を支援するため、給付金を支給するものです。 

  次に、「４．Ａｃｔ」をご覧願います。 

  支給対象となりますのが、令和２年８月支払分の特別障害者手当、障害児福祉手当、

又は特別児童扶養手当のいずれかの手当受給者がいる世帯であります。 

  支給金額は、対象となった世帯、１世帯あたり５万円で、同一世帯に２人以上の手当

受給者がいる場合は、２人目以降１人につき３万円を加算いたします。 
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  支給見込み額ですが、現在受給中又は６月３０日までに受給申請し、認定作業中の方

がいる世帯が特別障害者手当３００世帯、障害児福祉手当４５世帯、特別児童扶養手当

１７５世帯の合計５２０世帯で、支給額は２，６００万円であります。このうち同一世

帯に２人以上の受給者がいて、２人目以降１人につき３万円を加算して支給する世帯が

２１世帯で、加算分の合計は６３万円となっており、総額２，６６３万円を見込んでお

ります。 

  このほか郵便料等の事務費５万円を加えた総事業費２，６６８万円が、今回お願いし

ております補正予算の内容であります。 

  以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い

申し上げます。 

○委員長（髙橋徳久） ありがとうございました。ただ今説明が終了いたしました。これ

より質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。はい、藤田委員 

○委員（藤田和久） ちょっと質問なんですけども。本会議での説明ちょっと聞き漏らし

たんですけども。これ自体は所得制限というのはないんですよね。 

○委員長（髙橋徳久） 佐藤課長。 

○社会福祉課長（佐藤和博） 支援事業費に関しては所得制限はございません。ただ、こ

の手当受給にあたっては、受給認定の際に所得制限が課されておりますので、この給付

金についてはございません。 

○委員長（髙橋徳久） はい、よろしいでしょうか。 

○委員（藤田和久） はい。 

○委員長（髙橋徳久） 他にございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（髙橋徳久） では、ないようですので質疑を終結いたします。 

  次に、小林高齢者包括支援センター所長。 

○高齢者包括支援センター所長（小林孝至） 続きまして、議案第１４７号「令和２年度

大仙市一般会計補正予算（第７号）」の内、高齢者包括支援センター所管分についてご説

明いたします。 

  資料№２－１、「令和２年度補正予算（案）７月補正」、事業説明書の２ページをお開

き願います。 
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  新規事業であります。３款１項６目１４事業「在宅高齢者等介護世帯への支援事業費」

につきましては、補正額４千万円で補正後額も同額の４千万円であります。財源内訳に

つきましては、全額を国からの新型コロナウイルス対策に係る地方創生臨時交付金であ

ります。 

この事業は、項番１に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響により、要介

護者の健康や体調管理に関する不安を抱え、心理的・身体的な負担が増大した介護者を

支援することを目的とし、低所得者の世帯に対し支援給付金を支給するものであります。 

項番４の支給要件でありますが、支給対象者は介護している方としまして、市内に住

所を有する市民税非課税または均等割のみ課税世帯で、次の要件のいずれか該当する世

帯とします。 

一つ目は要介護認定において３～５の認定を受けている在宅高齢者と同居し介護して

いる世帯。 

二つ目は、要介護認定を受けていない６５歳以上の在宅高齢者のうち、要介護３～５

程度の状態にある在宅高齢者と同居し介護している世帯であります。 

  在宅高齢者の要件でありますが、市内に住所を有し、令和２年３月１日から５月３１

日までの３ヶ月間の内、通算３０日以上、在宅生活した高齢者となります。 

なお、特別障害者手当を受給している在宅高齢者につきましては、先ほど社会福祉課

長が説明しました「在宅重度障がい者（児）介護世帯への支援事業費」と重複しますの

で対象外となります。 

  給付額は、在宅高齢者１人あたり５万円とし、ひと世帯で複数の要介護高齢者を介護

している場合は２人目以降１人につき３万円を加算するものであります。 

  実施方法につきましては、対象者が把握できる要介護認定３～５の在宅高齢者の世帯

には、８月に勧奨通知を発送予定としております。 

要介護認定を受けていない在宅高齢者を介護している世帯への周知につきましては、

広報や市ホームページの他に介護支援専門員ケアマネージャーの勉強会や各地区民生児

童委員協議会定例会等で説明させていただき、ケアマネージャーや民生委員等を通じ広

く周知を図ることとしております。 

  実施時期でありますが、８月から申請書を随時受付し、準備が整い次第９月から支援

給付金を支給する予定としております。申請書受付期間でありますが、要介護認定を受
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けていない在宅高齢者を介護する世帯等を考慮しまして、年内の１２月末までの受付期

間といたします。 

  経費につきましては、給付金は在宅高齢者等１人を介護している世帯が７２７世帯、

２人を介護している世帯１２世帯、要介護未認定の世帯５０世帯を想定しまして、合せ

まして３，９８１万円。事務費は、郵便料と印刷製本費を合わせ１９万円とし、合計４，

０００万円であります。 

  説明につきましては以上であります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い致します。 

○委員長（髙橋徳久） ありがとうございました。これより質疑を行います。質疑のある

方は、お願いいたします。ございませんでしょうか。冨岡委員。 

○委員（冨岡喜芳） すいません、低所得者世帯に対してですけども、低所得者とはどれ

くらいの金額を言うんですか。どういう方を低所得者と認定してますか。 

○委員長（髙橋徳久） 小林所長。 

○高齢者包括支援センター所長（小林孝至） こちらの方の考えでは、先ほどご説明した

とおり、住民税の方で非課税または所得割課税というふうな世帯を低所得世帯というふ

うに考えております。 

  失礼しました、均等割課税の世帯を低所得者というふうに考えております。 

○委員長（髙橋徳久） よろしいでしょうか。他にございませんか。高橋委員。 

○委員（高橋幸晴） 支給対象者②ですけれども、いわゆる要介護を受けていない６５歳

以上で３から５程度の状態にあるという説明あったかもしれませんけど、ちょっとそご

らへんの判断をどのようにしていぐのがっていう。 

○委員長（髙橋徳久） 小林所長。 

○高齢者包括支援センター所長（小林孝至） 通常であれば介護保険制度を利用する際に、

要介護認定受けるわけなんでありますけれども、まれに要介護認定受けずに在宅介護さ

れてる方、が結構おります。ただ、その方々の要介護３から５の程度を判断する材料と

しましては、現在のところ要介護認定のアセスメントシートを、これを用いまして包括

の職員が訪問させていただきまして、体の状態を見るということを今考えております。 

○委員長（髙橋徳久） よろしいでしょうか。はい、高橋委員。 

○委員（高橋幸晴） 大変難しい判断をすることになると思うんですけれども、お医者さ

んでなくてその介護員ちゅうが、介護員ってやつ、市の職員が判断するという。 
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○委員長（髙橋徳久） 小林所長。 

○高齢者包括支援センター所長（小林孝至） 包括職員の中に主任ケアマネージャーがお

りますので、体の状態というのはある程度は主任ケアマネージャーの方でも十分は把握

出来るものというふうに判断しております。 

○委員長（髙橋徳久） 藤田委員。 

○委員（藤田和久） また質問なんですけれども、これ低所得者世帯っていうことなって

ますけれども、それ以外で実際に自宅で介護されてるっていうのは何軒ぐらいあるもん

でしょうか。 

○委員長（髙橋徳久） 小林所長。 

○高齢者包括支援センター所長（小林孝至） 在宅、全体的な話でいきますと、４月３０

日現在、ちょっと調べたところによりますと、要介護認定者が４，６８０人おりまして、

そのうち所得割課税世帯が１，２３８。失礼しました。全体が４，６８０人おりまして、

その内在宅で介護されている、サービスを受けている世帯が２，９９３ございます。で

ありますので、それ以外の世帯につきましては、１，６８７というふうになります。従

いまして要介護認定者から見ますと、在宅の割合でいきますと６３．９％ということに

なります。 

○委員長（髙橋徳久） 藤田委員。 

○委員（藤田和久） ちょっと今よぐ分がらなかったんだけども、私聞いたのは低所得者

以外で実際に在宅で、多分お金持ちの人は施設に預けている人が多いと思うんですけど、

実際在宅で介護している人、もしつかんでたら教えていただきたいという質問だったん

ですけど。 

○委員長（髙橋徳久） 小林所長。 

○高齢者包括支援センター所長（小林孝至） 失礼しました。低所得者以外でいきますと、

１，２３８になります。失礼しました。 

○委員長（髙橋徳久） はい、よろしいですか。 

○委員（藤田和久） はい。 

○委員長（髙橋徳久） 他にございませんでしょうか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（髙橋徳久） では、ないようですので、質疑を終結いたします。 

  次に、島田教育指導部次長兼教育指導課長。 
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○教育指導部次長兼教育指導課長（島田智） 令和２年度大仙市一般会計補正予算（第７

号）教育指導課所管分について説明いたします。資料№２－１「事業説明書」の５ペー

ジをご覧ください。 

１０款１項４目２６事業「小中学校エール花火事業費」について説明いたします。 

   本事業は、「１．Ｐｌａｎ」にありますように、新型コロナウイルス感染症により臨時

休校となったり、部活動やスポ少活動の自粛を要請されたり、日常生活の中で様々な制

約を受けている小中学生を元気づけるため、「エール花火」を打ち上げるものであります。

子どもたちが国内トップレベルの花火を間近で観賞することにより、これからも元気に

生活していくためのモチベーションを高めるとともに、ふるさとのよさを再確認し、本

市の学校教育の重点である「地域活性化に寄与できる子どもの育成」に資するものであ

ります。また、本事業により、経済的な打撃を受けている地元の花火業者に対する経営

支援にもつながるものであります。 

   事業の概要について説明いたします。「４．Ａｃｔ」にありますように、小学校２１校、

中学校１１校、計３２校のそれぞれの学校の近くで、市内の４煙火会社が学校の児童生

徒や保護者に向けてのエール花火を打ち上げます。１校当たり２００万円、計６４００

万円が打ち上げ費用となり、事務費として１００万円を計上しております。本事業は大

曲の花火協同組合に業務委託し、実施してまいります。実施時期は８月中旬から９月末

までと考えております。このクラスの花火になりますと、打ち上げ場所等の制約もある

かと思われます。具体的な内容等については、今後、花火協同組合及び学校と協議しな

がら進めてまいります。実施の際は密集・密接にならないような対策も講じてまいりま

す。 

   新規事業である本事業の事業費は委託料として６５００万円であり、財源は国庫支出

金であります。 

   以上、御説明いたしましたが、御審議の上、御承認賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（髙橋徳久） ありがとうございました。ただ今説明が終了いたしました。これ

より質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。はい、小笠原委員。 

○委員（小笠原昌作） 小中学生の元気づけさせるためのエール花火っちゅうごどで、非

常に良い試みだなと思いますけれども。ここに密集・密接対策を行って実施すると書い

てますけども、人数も多い学校もあるでしょうし、少ないところもあるでしょうし、具
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体的に大丈夫なのがなと思う、心配ちゅうがね。そういうのがありますけれども、具体

的にどうやるのがなって、ちょっと分がんないですけども。そごのどごろ具体的に教え

ていただければ、ちょっと有り難いです。 

○委員長（髙橋徳久） はい、島田次長。 

○教育指導部次長兼教育指導課長（島田智） まずは対象が子ども達と保護者ということ

ですので、なるべく一般の人達がそこに寄ってこないといいますか、集まってこないよ

うなことをしていきたいというふうに考えております。具体的には広報でどの学校がい

つやるとかそういうことは流さずに、学校から保護者宛にチラシまたはメール等で近く

なりましたらお知らせするという形にして、関係者以外が集まらないようにまずしてい

きたいということを考えております。 

○委員長（髙橋徳久） よろしいですか。小笠原委員。 

○委員（小笠原昌作） 今そういう説明ですけれども、当然父兄方は間近に教えられても

親戚だどがそんな人方、今日・明日どごどごで花火上がるんだよ、俺だも見に行ぐんだ

よってなってくれば、非常になんて言うがな、いろんな人が花火のどごろさ行ぐもんで

ないがなと思っているんですけど。ただ、ただ心配だけです。 

○委員長（髙橋徳久） 吉川教育長。 

○教育長（吉川正一） 小笠原委員からの、我々も非常に心配しました。いくら保護者だ

けにですね、ご連絡しても必ず情報は伝わると思いますので。特に大曲小・中は保護者

も多いですし、集まりやすいっていうかね、集まりやすいでしょうが。そういった意味

でもある程度の場所は、広さがないとですね、そういったことも考えてね、ある程度の

広さを確保出来る所で打ち上げして、密にならないようにご覧下さいという呼びかけを

するということ。それから花火が長くならないようにですね、今最大でも１５分、１５

分ぐらいで終わるようにしたらどうでしょうかと、いうことで今進めているところであ

ります。そういったことで、１５分のためにそう遠くからはですね、そうそう来ないん

じゃないかなと思いますんで。そういったところで、出来るだけですね、三密を防ぐ状

況でですね、開催したいなと思っております。以上です。 

○委員長（髙橋徳久） よろしいですか。はい、小笠原委員。 

○委員（小笠原昌作） いいです。 

○委員長（髙橋徳久） 他にございませんか。冨岡委員。 
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○委員（冨岡喜芳） １校、１箇所ちゅうことですけれども、これ多分中仙であれば八乙

女球場どがで、駐車場もありますし球場もありますし、まどまって上げるっちゅうよう

な考え方はなかったんでしょうか。なんで１校が一つというような形にしましたか。 

○委員長（髙橋徳久） 栗谷川部長。 

○教育指導部長（栗谷川学） 計画では１校ずつとなってますけれども、今議員からお話

があったとおり１小学校１中学校であれば、一緒に合わさってやりましょうと。今場所

も例えば球場のような広い所とか、あるいは河川敷、もしかすればスキー場のような広

い所があれば、そういった所を活用して学校のすぐそばに住宅があるような所では、ち

ょっと打ち上げが出来ないというふうなこともありますので、そういったことも併せな

がら実施方法について検討していきたいというふうに思ってます。 

○委員長（髙橋徳久） 冨岡委員。 

○委員（冨岡喜芳） 検討したと思いますけれども、どうして１学校が一つというような

形での決定になったのが。例えば２校まどめで一つ、一箇所でやってもいがったど思い

ますけれども。それがどうして。例えば仮にあれですけども、豊岡。豊岡でも人数少な

いんですので、例えば１００人切れるような小学校でやって、それを二箇所を一箇所さ

まどめでやった方が我々から見れば。まあ、花火屋さんにしてみれば助かると思います

けれども。ちょっとそのへんのどごろ、もちょっと詳しぐお知らせいただければ有り難

いです。 

○委員長（髙橋徳久） はい、吉川教育長。 

○教育長（吉川正一） あくまでも予算上３２校平等にということで、１校２００万円。

で、上げ方は、上げ方は、今冨岡委員おっしゃたように２校とか３校とか、当然そうな

らざるを得ないというふうに思っておりますので。ただ、場所とですね、そのへんを勘

案しながら。場合によっては、一つの、例えば２、３校、２校３校ぐらいで一つにする

と。３校だと６００万円、かなり良い花火が上がるでしょうけれどですね。そういった

ことも考えられます。いずれ場所と、それから各学校、校長会がこの後１５日にござい

ますので、そこでももみながらですね、花火の協同組合でもそういうところを踏まえな

がら。まずは場所、どういった場所でやれるかといったところをですね、今考えて。だ

とすればここには、この近くの小中学校数校がご覧いただいた方が良いんじゃないかな、

ということもあろうかと思いますので、そういった意味で先ほど部長、検討してまいる

という回答した次第であります。 
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○委員長（髙橋徳久） はい、冨岡委員。 

○委員（冨岡喜芳） あえで、１５分で終わるよりは３０分やった方が子どもたちは響く

と思いますけども。その点もちょっと今後検討してみでいただければ助かります。以上。 

○委員長（髙橋徳久） 他にございませんか。小笠原委員。 

○委員（小笠原昌作） 今県内は１６名という人数でなってますけども。これがら今東京

なんかどんどん増えてきてますけども。これ第２波、そういうものになってきて、広が

りが大きぐなって、それでもこういうのやるんですか。 

○委員長（髙橋徳久） 栗谷川部長。 

○教育指導部長（栗谷川学） 県内に新たな感染者が出てもということではなくて？どの

あたりまで、その第２波っていうのは。 

○委員（小笠原昌作） 今は出てないんですけども、今東京はじめあちこち広がってきて

るもんですから。秋田県でもよ、１６人よりも増えなきゃ良いんですが、これが万が一

増えてきた場合に、どうするのがなあって思ってだった。 

○委員長（髙橋徳久） 栗谷川部長。 

○教育指導部長（栗谷川学） そうならないことを祈ってこれを計画している訳ですけれ

ども、もし秋田県内、あるいは大仙市内でそういった新たな感染者が出た場合には、ち

ょっと実行ってのはやっぱり検討しなければいけないかもしれません。そういった状況

で人を集めるっていうことは、出来ないことになりますので。現段階では、今の状況で

あれば子どもたちにエールを送りたいということで進めていきたいという、現段階では

そういうふうに認識しております。よろしいでしょうか。 

○委員（小笠原昌作） はい。 

○委員長（髙橋徳久） 他にございませんか。藤田委員。 

○委員（藤田和久） 単純な質問ですいません。１校当たり２００万っていえば大体何発

ぐらいなるんでしょうか。 

○委員長（髙橋徳久） 栗谷川部長。 

○教育指導部長（栗谷川学） 確認しました。そしたらですね、上げる物によって違うそ

うです。例えば、単独１校２００万、小規模で上げる場所も非常に限られてあまり大き

く上げれないとなると、小さい物を数多くということになるようです。それから比較的

広い場所で大きい物を上げれるとなると、やっぱり大きい物を使うと数は減るというよ

うな。やっぱり様々な場所によって何校でやるかとか、そういったところをこの後検討
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して大体見えてくるのかなと、いうふうに現段階ではそういうふうに考えております。

よろしいでしょうか。 

○委員（藤田和久） はい、分かりました。 

○委員長（髙橋徳久） 他にございませんでしょうか。佐藤委員。 

○委員（佐藤芳雄） 昼花火なの？ 

○教育指導部長（栗谷川学） 夜上げる予定です。夜上げます。昼ではなくて夜というふ

うに考えてます 

○委員（佐藤芳雄） 小学生を夜呼ばるの？ 

○教育指導部長（栗谷川学） それぞれに保護者にもお知らせの上、子どもたちを連れて

来ていただくとか、そういった形になるんで夜ということであります。 

○委員（佐藤芳雄） はい、はい。 

○委員長（髙橋徳久） 他にございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（髙橋徳久） では、ないようですので、質疑を終結いたします。これより討論

を行います。討論はございませんか。 

（ 「なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（髙橋徳久） 討論なしと認めます。これより採決いたします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（ 「異議なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（髙橋徳久） ご異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

以上で、当委員会に審査付託となりました議案の審査は終了いたしました。なお、本

委員会の「審査報告書」及び「委員長報告」の案文につきましては、委員長にご一任願

いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（ 「異議なし」と呼ぶ者あり ） 

○委員長（髙橋徳久） 異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 これをもちまして、教育福祉常任委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。ありが

とうございました。 

（ 閉 会  午前１０時４７分 ） 
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